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独立行政法人国立病院機構姫路医療センター受託研究取扱細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、独立行政法人国立病院機構姫路医療センター受託研究(治験等)取

扱規程（以下「規程」という。）第 11 条の規定に基づき、姫路医療センターの受

託研究(企業主導治験以外)の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（研究委託の申請） 

第２条 院長は、研究を委託しようとする者（以下「依頼者」という）から規程第２条

による「研究委託申込書」（様式１）の提出があった場合は、予め「受託研究審査

表」（様式２）、「研究費執行計画書」（様式３）及び、受託研究費執行計画書（参

考様式１）を研究者から提出させるものとする。 

   研究課題によっては、「研究委託申込書」(様式 1)、受託研究費執行計画書（参考

様式 1）を省略し、「受託研究審査表」（様式２）、「研究費執行計画書」（様式

３）の提出のみとする。  ２ 申請に関する書類の受理は、受託研究(治験等)

事務局が行うものとする。 

 

（受託研究の許可等） 

第３条 院長は、規程第４条第３項により受託研究の承認の可否を、研究者及び依頼者

に「受託研究決定通知書」（様式４）及び「受託研究承認通知書」（様式５）によ

り通知するものとする。 

   

（契約事務）                          

第４条 契約担当者は「受託研究（その他）契約書」（様式７）、又は    契約書

により契約締結後ただちに請求書に関係書類を添え、経理責任者に通知する。 

  ２ 院長は、依頼者から受託に関する契約書の内容の変更のため、受託研究（その他）

契約変更要望書（様式７-１）が提出された場合、委員会の意見を聴いた後、契約変

更に関する覚書（様式７-２）で変更契約を締結し、本条第１項に従うものとする。 

 

（受託研究の実施） 

第５条 研究の開始は契約締結後、研究費の執行は、依頼者から研究費の払込みを受け

た後とする。 

  ２ 依頼者は、使用成績調査又は特定使用成績調査の場合、参考様式２を月末に提

出させるものとする。 

 

（報告書の提出） 

第６条 規程第 8 条による研究者の院長への報告は「研究結果（中止）報告書」（様式

８）により行うものとする。 

  ２ 院長は、前項の報告があった時の、依頼者に対する通知は「研究結果（中止）
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通知書」（様式９）により行うものとする。 

  ３ 院長は、第２項により研究結果報告を研究委託者に交付した場合、「臨床成績

受領書」（様式 10）を提出させるものとする。 

（研究費） 

第７条 研究費の算定は、「受託研究の取扱いについて（平成１０年６月１８日厚生省保健医

療局国立病院部長通知、健医発第９４７号）」及び「受託研究の実施について（平成１０

年６月１８日厚生省保健医療局国立病院部政策医療課長通知、政医発第２０５号）」及び

「受託研究費の算定要領の一部改正について（平成１１年１月１８日厚生省保健医療局国

立病院部政策医療課長通知、政医発第２１号、平成１１年７月２日厚生省保健医療局国立

病院部政策医療課長通知、政医発第１９６号）」、「受託研究費の算定要領の一部改正に

ついて（平成１４年１０月１６日厚生労働省国立病院部政策医療課長通知、病院政発第

1016001 号）」に基づき、算定するものとする。 

  ２ 研究担当者は、当該研究に係わる経費の支出又は物品の調達を必要とする時、

謝金・旅費については管理課へ、物品調達等については、企画課へ請求するものと

する。 

  ３ 研究費の支出についての担当は、次のとおりとする。 

   (１) 謝金   給与係長       

   (２) 旅費   業務班長 

    (３) 研究費  業務班長 

 

（技術援助） 

第８条 研究者は、受託研究遂行のため技術援助を求めようとするときは、事前に「技

術援助承認申請書」（様式 11）により、院長の承認を得なければならない。 

  ２ 研究担当者は、依頼者から受託研究の実施計画につき重大な変更を行いたい旨

の連絡を受けた場合には、病院長に報告するとともに、変更の可否について病院長

の指示を受けること。 

  ３ 前規定の承認を得て、研究協力者が援助を行った場合は「業務報告書」（様式

12）により報告するものとする。 

 

（謝金の支給範囲） 

第９条 謝金の支給対象者は、前条の研究協力者とする。 

 

（その他） 

第 10 条 研究費の経理は、規程第９条１項の報告をもって終了するものとし、当該研究

費に残額が生じた場合は共通経費として経理するものとする。 

 

第 11 条 院長は、毎会計年度終了後、当該年度における研究費の受払について委員会に

報告するものとする。 

  ２  前項のほか、委員会及び研究担当者から研究費の受払について報告を求められ



 

3 

た時は、その 都度報告を行うものとする。 

 

第 12 条 研究費の経理（物品管理を含む）に必要な諸手続等で取扱規程及び本細則に定

めのない事項は独法の会計規程とする。 

  ２ 研究費の全部が物品で行われる場合においても前項と同様とする。 

 

（付則） 

   この細則は平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

   この細則は平成 20 年 4 月 15 日から施行する。 

   この細則は平成 22 年 8 月 16 日から施行する。 

   この細則は平成 23 年 10 月 1 日から施行する。 

   この細則は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 


